
自 治 会 

自治会名 住吉が丘自治会 

自治会 

拠点住所 
上田市住吉８４２－１０ 

U R L  

拠点施設名 

※公民館、 

自治会館な

ど 

 

        住吉が丘コミニュティ集会施設 

世 帯 数 

該当世帯数に

〇印 

50 未満 100以下 250以下 500以下 750以下 1,000 以下 
1,000 以

上 

 ◯      

自治会の紹介 
位置や沿革、 

成り立ち、 

昔話など 

位 置：上信越自動車道上田菅平インター横山丘陵北側の団地 
沿 革：今から３０年前、神科連合自治会最後１６番目の自治会として発 
    足しました。 
    他の地域からの移住者の集合地域で住所は、住吉地籍・上野地籍 
    である。 
    遠方より新居を構えたり（特に老人夫婦）又は若い世代が新居を 
    構えることも 
    多く、高齢者世帯と若者世帯とが２極化し交流も少ない。 
    自治会の仲間として地域との交流を図り、親睦を深め自治会の活 
    性化を望む処である。 
その他：歴史的遺物は少ない所で有りますが、令和２年まちづくり委員会 
    により馬頭観世音の祈念碑が設置されました。 
 

       

          

 



 

馬頭観世音（ばとうかんぜおん） 

      
祈念碑（神科まちづくり委員会） 

組  織 
個人名を含まない 

組織図など 

区内を九つの班体制。 

執 行 部：自治会長、副自治会長、会計長、部長９名、会計監事２名 

役員選出：自治会長；前年度の副会長が会長になる。 

     副会長；副会長選考委員会議による。 

     各部の部長；各班内の輪番制により選出し、役職については、 

     役員会議において話し合いにより決定。 

役員任期：会長、副会長・・・１年、部長・・・２年、班長・・・１年。 

定期総会：毎年１月２日午前９時３０分～ 

主な行事 新年会、環境美化（夏期）、夏祭り、敬老会等。 

第一次 

避難場所 

施設名  

住 所  

その他自治会で指定された施設の施設名、住所 

防犯・防災 ・管轄消防分団：第１２分団 

安  全 
安協のとりくみなど 

 

環  境 
資源回収情報など 

 

そ の 他 
分館・育成会・消防・

敬老会・AED 設置場所

など 

・ 分館活動 

上野が丘公民館・・・分館５役（分館長、副分館長、分館主事、青少年 

          育成推進指導員、人権教育推薦委員） 

その他・・・・・・小中ＰＴＡ支部長、子供会育成会長 


